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要　　旨
　社会内矯正の実験的活動の成功に鑑み、中国司法部は、既に以前の規定と現在の状況とを結びつけて『中
華人民共和国社区矯正法（草案）』を起草しており、それは、関係する決定機関によって審査されている。
社会内矯正の手続きをめぐる論争はないわけではないが、それは技術的なものにすぎないとされる。しかし
ながら、社会内矯正制度の全体に影響を与え得る「剝権犯」と「社区矯正官の身分」との二点をめぐって、
まだ激しい争論は存在する。本稿は、社会内矯正制度の歴史を紹介して、その現状及び基本的な枠組みを説
明したことと寛厳相済刑事政策や刑罰の目的や監獄の負担などの視点から社会内矯正制度の発展背景を分析
することを踏まえて、「剝権犯」と「社区矯正官の身分」をめぐる争論を整理し、「剝権犯に対して社会内矯
正を実施すべきではない」及び「社区矯正官に警察の身分を与えるべきではない」との考えを示した。

Abstract
　Encouraged by the success of pilot projects of community corrections in past few years, the Ministry of Justice 
of the PRC has submitted the Community Corrections Act (Draft) to related authorities for review. Although dis-
putes on procedures of community corrections could still be seen, they are no more than technical issues. On the 
contrary, there exist strong and fundamental controversies on the legality of applying corrections to offenders 
deprived of political rights and the identity of correction officers, two points that may affect the entire corrections 
system. This article, on the basis of reviewing development of community corrections in China and analyzing 
arguments around the above two points, suggests that offenders deprived of political rights should not be subject 
to community corrections and correction officers should not be granted police identity.
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1　はじめに

　2011年 5月 1日より施行された『中華人民共和
国刑法修正案（八）』は、執行猶予、管制、仮釈放
を宣告された者に対して社会内矯正（中国語で、社
区矯正と呼ばれる）を実施すると定めている。その
後、2012年 5月、全国人民代表大会（以下、全人
代という）において修正された『中華人民共和国刑
事訴訟法』第 258条も、「執行猶予、管制、仮釈放、
監獄外執行⑴を宣告された者に対して、法に従って
社会内矯正を実施する。社会内矯正機関は、実施工
作の責任を負う」と規定している。さらに、2012
年 1月 10日、「社会内矯正の活動を一層規範化さ
せ、社会内矯正を宣告された犯罪者（以下、社会内
矯正対象者という）を、法律を守るような市民に改
造するために」⑵、最高人民法院、最高人民検察院、
公安部及び司法部（以下、四つの部門という）は、
共同して『社区矯正実施方法』を公布した。
　以上の規定は、社会内矯正制度を法的に基礎づけ
たものの、原則的なものにとどまっているとされる
ため、立法機関は、幾度も「社区矯正法を制定する
必要がある」という提案を受けた⑶。中国司法部は、
既に以前の規定と現在の状況とを結びつけて『中華
人民共和国社区矯正法（草案）』を起草しており、
それは、関係する決定機関によって審査されてい
る。専門家らも、それに関する議論を展開している。
最新の例として挙げられるのは、北京師範大学刑事
法律科学研究院が、カナダ国際開発署（Canada 
International Development Agent）の支援を受けて、
2011年 10月から「中国における『中国社区矯正
法』」という立法課題を始動させ、2012年 8月 30
日に『中華人民共和国社区矯正法（専門家提案）』
を提出したということである⑷。本稿は、中国にお
ける社会内矯正制度の現状と枠組みを紹介し、社区
矯正法をめぐる主な争点を整理し論ずることにした
い。

2　社会内矯正制度の現状とその枠組み

2.1　概念と歴史
　外国における社会内矯正の概念は様々である
が⑸、中国では、2003年 7月 10日に公布された『社
会内矯正の試験的活動を展開することに関する通
知』⑹によると、社会内矯正というものは、専門の
国家機関が社会団体や民間組織等の協力の下に、執

行猶予期間中の者及び仮釈放者等に対して監督、教
育を行い、社会復帰させることを目指す制度であ
る。この定義は、再び 2004年 7月 1日より実施さ
れた『司法部司法行政機関の矯正工作に関する暫定
方法』⑺によって確認された。
　社会内矯正制度の起源は、1841年にアメリカ人
のジョン・オーガスタス（John Augustus）の創始
したプロベーションであるというのが一般的である
が⑻、イギリスのプロベーションは、アメリカのそ
れよりも長い歴史をもっているという見解もみられ
る⑼。いずれにしても、欧米諸国において悠久の歴
史を持っていることに違いない。これに対して、中
国における社会内矯正制度の歴史は浅い。
　プロベーション、仮釈放及び政治的権利を剝奪す
る制度は、1970年代の立法の中で見られたが⑽、
社会内矯正という概念を初めて提唱したのは、
2002年 8月に上海市政法委員会によって公布され
た『社会内矯正の試験的活動を展開することに関す
る意見』⑾である。この意見は、社会内矯正の概念
を提出して実施機関及び手続を規定した。もっとも
重要なのは、どのように社会内矯正の試験的活動を
推進するかという組織様式を探求したことである。
即ち、執政党の政法委員会の指導の下で、公安機関、
検察機関、裁判所及び司法機関を参加させ、社会内
矯正を展開するということである。このような組織
様式は、中国の現実にしてより合理的、かつ適切な
ものであるとされたので、その後の全国にわたる実
験的活動のモデルとなった。
　2003年 7月、上海の実験的活動の成功に鑑み、
四つの部門は、『社会内矯正の試験的活動を展開す
ることに関する通知』を公布し、北京市、上海市、
天津市、江蘇省、浙江省を選んで社会内矯正の試験
的活動を展開させた。2004年 5月 9日、これまで
の経験を総括し、関連する理論研究を基礎にして、
司法部は、『司法行政機関の矯正工作に関する暫定
弁法』を制定した。この暫定方法は、中央部門によっ
て公布された総合規定として試験的活動を展開して
いた地方に有益、かつ有力な指導を示した。さらに、
2005年 1月 20日、四つの部門は、共同して『社会
内矯正の試験的活動の範囲を拡大することに関する
通知』⑿を公布して、矯正の試験的活動の範囲を河
北省等の 12の省に拡大した。
　犯罪者の社会への復帰という視点からすると、中
国における社会内矯正は、注目すべき成功を得たと
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いえる。例えば、2011年までの統計によれば、コ
ミュニティにおいて矯正された犯罪者の再犯率は、
0.2％である⒀。他方で、社会内矯正に対する市民の
支持率も、高いものがある。例えば、2006年北京
司法局によって行われた調査によると、面接者のう
ち、「社会内矯正制度を引き受けてもよい」「ボラン
ティアになりたい」「社会内矯正は、よい成績をお
さめている」と答えた割合は、それぞれ、76.8％と
40.3％と 85％であった⒁。上海で行われた調査でも、
75.7％の面接者は、「犯罪の情状に従って犯罪者を
刑務所に送るかどうかを決定すべき」と考えている
ことが明らかになった⒂。
　以上の事情に鑑み、2009年 9月 2日、四つの部
門は、『全国において社会内矯正の試験的活動を展
開することに関する意見』⒃を公布した。この意見
は、全面的にコミュニティを試行して、矯正を行う
際、厳格な規定に基づいて、臨機応変にコミュニ
ティの矯正の適用範囲を拡大するように要求したと
ともに、それまで明らかにされなかった社会内矯正
の機能を以下のように総括した。即ち、（1）社区服
刑人員を教育し矯正すること、（2）社区服刑人員を
監督し管理すること、（3）社区服刑人員をサポート
し助けることという三つである。
　試みられていた社会内矯正活動を統一化し具体的
な指導を与えるために、2010年 11月 8日、社会内
矯正活動の国家指導機関とする司法部社区矯正管理
局が設立された。それに応じて、地方政府も、社会
内矯正活動の組織と人事に相当の支持を提供した。
司法部によれば、2011年 12月まで全国にわたって
社会内矯正工作に従事していたスタッフは、46000
人を超え、2011年 3月まで、具体的社会内矯正工
作を行う基層司法所の数は、27706に達した⒄。
　2012年 1月 10日、「社会内矯正の活動を一層規
範化させ、特殊な犯罪者グループに対する管理を強
化し革新するため、中央の公布した司法体制と工作
体制を深化することに関する総合計画に従って」⒅、
四つの部門は、共同で『社区矯正実施方法』を制定
した。この実施弁法は、社会内矯正の対象、基本的
手続き、社会内矯正の内容及び更生措置などについ
て詳細な規定を設けている。これは、実際に『社区
矯正法』の機能を発揮しているともいえる。
　司法部によれば、2011年末まで、40万人以上の
犯罪者がコミュニティにおける矯正を受け、20万
人以上の犯罪者が矯正を終えたが、矯正期間中の再

犯率は 0.18％で、良好な結果を得ているともいえ
るであろう⒆。それとともに、社会内矯正制度には
さまざまな問題も現れた⒇。立法レベルでいえば、
以下の問題が、もっとも重要だと考えられる。即ち、
社会内矯正は、刑罰及びその執行にかかわるもので
あることに疑いはない。しかしながら、『中華人民
共和国立法法』の第 7条及び第 8条によると21、犯
罪と処罰に関連することについては、国家の立法機
関（全人代及びその常務委員会）によって規定され
なければならない。ただし、四つの部門によって公
布された通知及び意見は、いずれも、法律ではない。
　社会内矯正制度を法的に基礎づけるために、2011
年 5月 1日より施行された『中華人民共和国刑法
修正案（八）』は、明文で「……社会内矯正を実施
する」と定めている。その後の『中華人民共和国刑
事訴訟法修正案』も、社会内矯正に関する規定を設
けた。『中華人民共和国刑法修正案（八）』と『中和
人民共和国刑事訴訟法修正案』との規定は、社会内
矯正が新たな段階に入ったことを示しているといえ
よう。

2.2　社会内矯正制度の枠組み
　上述したように、刑事法は、社会内矯正に関する
ことを規定しているが、それは、原則的なものにと
どまっているので、現在、司法機関は、いまだに司
法部の『コミュニティ実施弁法』に定められている
手続きに従って具体的な事案を処理している。以
下、この実施方法の規定をもとにして、簡単に社会
内矯正制度の枠組みを説明する。
　（1）実施機関。『社区矯正実施方法』第 3条によ
ると、県レベル司法行政機関の社会内矯正機構は、
社会内矯正対象者を監督・管理し教育・支援する。
司法所は、具体的な社会内矯正の活動に責任を負
う。社会工作者とボランティアとは、司法所の組織
と指導の下で社会内矯正の活動に参加する。第 35
条によれば、社会内矯正対象者が、新たな罪を犯し
たような非常事態が発生した場合、司法矯正機関
は、迅速に公安機関等の関連機関と連絡して適切な
措置をとるとともに、上級の司法機関と関連部門に
報告する。即ち、社会内矯正を実施する権力は、主
に司法矯正機関にあり、ほかの部門が補助的役割を
果たすにすぎないといえそうである。
　（2）社会内矯正対象者。刑法及び刑事訴訟法と同
様、『社区矯正実施方法』も、「執行猶予、管制、仮
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釈放及び監獄外執行を宣告された者に社会内矯正を
実施すると規定している。しかしながら、政治的権
力を剝奪された犯罪者（以下、剝権犯という）につ
いて、刑法と刑事訴訟法には何ら規定が設けられて
いないのに対して、『社区矯正実施方法』は、「政治
的権力を剝奪され社会に置かれた犯罪者に対して、
司法行政機関は、公安機関と協力して、剝権犯に刑
法第 54条の規定22を守らせるように監督し、タイ
ムリーに関連する情報を手に入れる。剝権犯は、自
主的に司法行政機関によって行われる心理相談、職
業トレーニング及び就職指導に参加することができ
る。」と規定している。こういう規定からすると、
剝権犯は、社会内矯正対象者ではなく、司法行政機
関は、剝権犯を強制的に社会内矯正の活動に参加さ
せてはならないことになる。この点について、司法
行政機関は、従前の立場と比べると、大きな変化が
みられると思われる。後で詳しく論ずることにした
い。
　（3）基本的手続き。『社区矯正実施方法』による
と、社会内矯正の基本的手続きは、五つの段階に分
けられる。第一は、調査段階である。人民法院、人
民検察院、公安機関及び刑務所とは、社会内矯正の
適用を決定する前に、被告人又は受刑者が地元コ
ミュニティに与える影響を調査する必要があるとす
るとき、県レベル司法行政機関に調査・評価を委託
することができる。委託された司法行政機関は、被
告人又は受刑者の住所、社会的関係、犯罪行為の結
果と影響、地元コミュニティと被害者の意見及び禁
止されるべきことについて調査して委託機関へ報告
書を提出する。
　第二は、決定段階である。上述の調査報告書を踏
まえて社会内矯正を適用するか否かを決定する。も
し適用するとしたら、人民法院又は公安機関及び監
獄は、被告人又は受刑者の住所を確認したうえ、書
面で被告人又は受刑者に地元の県レベル司法行政機
関への登録期限を知らせて、判決書又は裁定書又は
仮釈放証明書を地元の県レベル司法行政機関に渡す
のと同時に、関係文書の謄本を地元県レベル人民検
察院と公安機関に渡す。
　執行猶予、管制、仮釈放を宣告された者は、自ら
住所地の司法行政機関に登録するのに対して、監獄
外執行とされた者について、社会内矯正を決定した
刑務所又は拘留所は、彼を住所地に転送して地元の
県レベル司法行政機関と必要な手続きを処理するこ

とになる。
　第三は、矯正開始段階である。この段階において、
具体的執行機関たる基層司法所は、社会内矯正対象
者の登録を受けた後、まず、社会内矯正対象者に判
決書と執行通知書等の文書の内容を宣告し、社会内
矯正期間の義務と権利及び社会内矯正グループの構
成等を知らせる。この宣告式は、規定された手続き
に従って行われるべきであり、司法所の職員と矯正
グループの構成員とその他の関係者は、それに参加
する。
　なお、司法所は、社会内矯正対象者の状況に合わ
せて矯正グループを成立すべきである。司法所の職
員はそのグループのリーダーとなって、社会内矯正
対象者が女性である場合、少なくとも構成員の一人
は、女性でなければならない。司法所は、その矯正
グループと契約書を締結すべきであり、各構成員の
身分と技能に合わせてその職責と義務を明確にする
ことを通じて矯正プログラムの実現を保障する。
　矯正グループを設置するとともに、司法所は、当
該社会内矯正対象者の処された刑罰と犯罪の情状、
人格特性及び生活環境等を総合的に評価したうえ
で、矯正プログラムを策定すべきである。この矯正
プログラムは、実施の効果に鑑み、修正することが
できる。
　第四は、矯正実施段階である。この段階は、社会
内矯正が期待される効果を得られるかどうかを決め
るので、最も重要な一環であると考えられる。その
管理の内容として、まず、当該社会内矯正対象者が
法的義務を守るように監督することである。ここで
いう法的義務は、刑法と刑事訴訟法等の関係法律が
規定している義務のほか、『社区矯正実施方法』が
規定している義務もある。例えば、刑法第 75条に
よると、刑罰の執行猶予を宣告された犯罪人は、以
下の義務を負う。①法律及び行政法規を遵守し、執
行機関の監督に服する②観察期間の規定に従って自
己の活動を報告する③観察機関の面会に関する規定
を遵守する④居住している市又は県を離れ、又は転
居する場合、観察機関の承認を得なければならな
い。以上の義務に違反した場合、県レベル司法行政
機関は、判決を下した法院に必要な証拠を添付して
執行猶予の取消建議書を提出することができる。
　『社区矯正実施方法』が規定している義務には、
例えば、その第 15条によれば、社会内矯正対象者
は、その法観念、道義心及び社会への復帰意識を高
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めるために、毎月八時間以上の社会的道義、法的知
識及び国の政策等に関する教育活動に参加すべきで
ある。第 16条も、社会の関係を修復し責任感と規
律意識を養うために、労働能力のある者が地元へ奉
仕する時間は、毎月八時間を下回ってはならないと
している。以上の義務に違反した場合、第 23条に
よると、県レベル司法行政機関は、違反者に警告と
いう罰を加えることができる。
　しかしながら、指摘すべきなのは、社会内矯正の
実施過程中、その他の法律に従って処理すべきであ
るとすれば、司法行政機関は、関係機関に通知する
権利を有するに過ぎない。例えば、『社区矯正実施
方法』第 24条によれば、社会内矯正対象者を監督・
管理に関する規定又は人民法院の禁止令に反して治
安管理処罰を加えなければならない場合、県レベル
司法行政機関は、タイムリーに同級公安機関に治安
管理処罰法に従って処罰すると提議すべきであり、
後者の場合には、処理結果を県レベル司法行政機関
に通知すべきである。
　なお、社会服刑人員の矯正プログラムに鑑み、就
職トレーニングと心理相談等の矯正活動を組織し、
社会への復帰を促進することである。法律を守る市
民として行動するためには、就職は必要であろう。
しかしながら、現在の中国において、職場での競争
は激しいものがあり、犯罪者に対する民衆の印象も
積極的なものではない。加えて、刑法第 100条に
よると、法律により刑事処分に処せられた者は、徴
兵と就職のとき、関係する組織体に刑事処分を受け
た経歴をありのままに報告しなければならず、これ
を隠してはならない。このような状況からすると、
犯罪者というラベルを貼りつけられた者にとって、
就職は一層困難である。従って、就職トレーニング
と心理相談等の犯罪者の就職と社会に復帰した後の
生活に役立つ活動は、社会内矯正の重要な内容と
なったのである。
　第五は、矯正終了段階である。社会内矯正が終了
する直前、社会内矯正対象者は、個人総括レポート
を出し、司法所は、社会内矯正を受けた期間の行動
及び地元コミュニティの意見等の状況に基づき、鑑
定書を提出する。社会内矯正の期間が終了したと
き、司法所は、矯正終了の宣告式を行う。司法所の
職員は、宣告式の司会となって、当該社会内矯正対
象者の状況に応じて関係部門の代表と村民委員会の
代表とその家族を集めて矯正の終了を宣告する。そ

れと同時に、県レベル司法行政機関は、社会内矯正
対象者に社会内矯正終了証明書を発行し書面で元決
定機関に通知しその通知書の謄本を県レベル人民検
察院と公安機関に送達しなければならない。
　なお、社会内矯正対象者が死亡又は法律に従って
社会内矯正を取り消され刑務所に移送若しくは懲役
を科せられた場合、社会内矯正を終了させることに
なる。

3　社会内矯正発展の背景

　その適用範囲及びそれを宣告された犯罪者数から
すれば、中国における社会内矯正の発展は、非常に
速いといえよう。ところで、社会内矯正は、なぜ、
このような高い支持が得られたのであろうか。懲役
等の施設内処遇の欠点と社会内処遇の利点は、勿論
その要因の一つである23。日本の学者が述べている
ように、「刑務所への拘禁という形で社会生活の自
由を奪った上で社会復帰のための処遇を行うことに
は基本的なディレンマが存在する。家族との別離や
職場の喪失、それに伴う心理的な孤立感は、市民と
しての自覚を後退させ、刑務所文化への同調を生
む。また、施設内では集団生活を原則とすることか
ら、各人の個別的ニーズに応じた処遇の個別化とい
う点でも限界がある。……こうして、烙印効果の強
い施設収容をいわば最終手段として、できる限りこ
れを回避し、一般社会において自立的な生活を営ま
せながら犯罪者を処遇することが重視されるように
なったのである。」24だが、中国では、それよりも重
要な原因が存在すると思われる。

3.1　寛厳相済刑事政策
　今まで中国は、人権問題に関し国際社会からの批
判を幾度となく受け、その弁解に追われてきたと
いってよい。しかしながら、経済の迅速な発展に伴
い、中国における人権状況の改善と人権擁護の強化
も、否定できないものがある。中国は、1998年に「市
民的及び政治的権利に関する国際規約」に署名し
て、2004年に「国は人権を尊重し保障しなければ
ならない」という憲法の原則を確立した。その後、
人権保護関連事業発展のための枠組みを形成するた
めに、中国政府は、2012年 6月に 2009年の『国家
人権行動計画』の実施状況を総括し評価した上で
「国家人権行動計画」（2012－2015）を発表して人
権保護の具体的目標と措置を規定した。中国国内で
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は、鉱山事故や、三鹿ミルクに代表される食品安全
問題などによって国民の安全は脅かされていると言
われているが、個人の生命権及び自由に対する関心
も、高まっていることが明らかであると思われる。
　人権擁護への関心に伴い、中国は、2006年 10月
に「寛厳相済刑事政策」（寛大さと厳格さを調和さ
せた刑事政策）を打ち出した25。この政策は、現代
刑事政策の潮流に沿うものである。「現代の特徴と
して「刑事政策の両極化」がいわれ、確かに一方で
は、重大な犯罪に対して施設内収容を原則とする厳
しい対応が支持されてはいるが、他方、歴史的にみ
ると自由剝奪に対する慎重な姿勢は確実に広がって
いる。」26この刑事政策の指導の下で、中国立法及び
司法機関は、食品犯罪と児童に対する犯罪などに対
して厳しく対応し続けていると同時に、注目に値す
る寛大さを示している。
　例えば、2010年 2月に最高人民法院によって公
布された『寛厳相済刑事政策の徹底に関する若干の
意見』27という意見書は、政策の内容について説明
し、公正な量刑を実現するため、その運用を明確に
定めている。具体的には、凶悪犯罪を厳しく処罰す
ることを提唱する一方、死刑については慎重に判断
し、執行猶予を優先的に考えるとしている。また、
被告人が未成年者、学生、高齢者である場合、又は、
犯罪が予備、未遂、従犯、共犯、過剰防衛、過剰避
難である場合は、その動機、目的、情状、結果、犯
罪後の態度、危険性、再犯の可能性などを総合的に
判断し刑罰を軽減することができるとしている。
　もう一つの例として挙げられるのは、2011年 5
月 1日より施行された『中華人民共和国刑法修正案
八』である。この修正案は、文化財密輸罪、貴金属
密輸罪及び希少動物・希少動物製品密輸罪、普通貨
物及び物品密輸罪等 13種の暴力を伴わない経済犯
罪に対する死刑を廃止した一方、75歳以上の老人
等に対する処罰を軽減し未成年犯の前科報告義務を
免除するとしている。
　寛厳相済刑事政策の実施の結果の一つとして、重
刑に処せられた犯罪者の割合は、低くなった。最高
人民法院の報告書によれば、2004年に判決の確定し
た 767951名の犯罪者のうち、5年以上の有期懲役、
無期懲役、死刑に処せられた者の割合は、19％で
あり、2005年に判決の確定した 84417名の犯罪者
のうち、その割合は、16％であり、2006年に判決
の確定した 889042名の犯罪者のうち、その割合は、

17％であり、2008年に判決の確定した 1007304名
の犯罪者のうち、その割合は、16％である28。上述
の統計からすると、5年以下の刑罰（有期懲役、拘
留、管制等を含む）に処せられた犯罪者数が増加し
ていたことは、明らかである。
　5年以下の刑罰に処せられた犯罪者について、あ
る程度、彼らを処罰するより、彼らを社会に復帰さ
せるほうが重要である。上述のように、施設内処遇
には幾つかの欠点が存在し、犯罪者を円滑に社会に
復帰させる際、その経済的不安、仕事上の不安、健
康上の不安、家族との関係などの現実的な課題に直
面しなければならない。このような状況からすれ
ば、いうまでもなく既に全国で実施されている社会
内矯正の機能をより効果的に発揮させる方が、より
よい選択ではないかと思われる。

3.2　刑罰の目的
　「我が国の刑法は、人民を保護し、敵を打撃し、
犯罪を処罰し、四化29に奉仕する有力な武器であり、
人民民主専政の重要な道具である。」30という刑法の
本質に対する理解に基づき、「刑罰の目的は、人民
法院が国家を代表して犯罪者に刑罰を加えることに
よって達成しようとする目標又は結果であり、それ
はまさに犯罪予防である。」31とするのが一般的であ
る。従って、中国における刑罰論は、何らかの望ま
しい目的の達成、それを追及することによって刑罰
は正当化されるという相対主義、特に目的刑論に
立っていると言えよう。ここでいう「犯罪」に含ま
れるのは、過去の犯罪だけではなく未来の犯罪もあ
る。
　ロンブローゾの提唱した「犯罪人とは原始人の脳
をもって現代に生まれた時代錯誤の人間」という生
来犯罪人説32を認めない以上、犯罪の要因には、犯
罪者の身体的・生理的要素と個人環境的要素以外、
個人の教育、仕事、家庭関係、コミュニティとの繋
がりなどの社会的要素もあるとするのが自然な考え
方である。再犯の場合、社会的要素の影響は、特に
強いと考えられる。
　例えば、2007年にある監獄に収容された 250名
の受刑者に対して行われたアンケートによれば、再
犯の原因について、「生活が困窮した」と答えた者
の割合は、29.6％、「監獄で学んだ労働技術では就
職できなかった」と答えた者の割合は、16％、「釈
放された後、不良友人の影響を受けた」と答えた者



61

中国における社会内矯正制度

の割合は、21.6％、「釈放された後、その他の犯罪
者の影響を受けた」と答えた者の割合は、14％で
ある33。こういう事実からすると、一方で、再犯を
予防するために、犯罪者に生活支援を与え職業ト
レーニングを提供する必要があり、他方、管制、仮
釈放、監獄外執行の場合、犯罪者が悪い影響を受け
ないように監督・管理する必要もある。これは、ま
さに社会内矯正の内容である。

3.3 監獄の負担
　伝統的にいわゆる重刑主義の立場に立ってきた中
国では、有罪判決を言い渡された者を監獄に収容す
るのが原則である。結果として、監獄における受刑
者数は、増加する一方である。図 1が示しているよ
うに、2003年から 2010年まで、監獄における受刑
者は、およそ十万人増加して、2010年には
1656773人に達した34。従って、「監獄の改造経費
不足のため適切な職業トレーニングを提供すること
ができない」又は「管理の負担が重すぎる」という
苦情は、しばしば各種の報告書及びマスコミに見ら
れた35。
　以上の事実からすれば、中国の監獄は「入る者が
多いのに、出る者が少ない」という「過剰拘禁」と
いう状態に陥ったのではないかと思われる。社会内
矯正などの「社会内処遇制度の真のねらいは、過剰
拘禁を解消するための施策として、最も経済的で有
効な手段であるという点にあったのである。」36その
ため、中国における社会内矯正の迅速な発展は、理
解できないことでないと思われる。

4　『社区矯正法』をめぐる主な争点

　上述のように、『中華人民共和国社区矯正法』は、
既に立法過程に入った。社会内矯正の実験的活動

は、司法部の指導の下でおよそ十年の年月が流れ、
既に比較的成熟した手続きを形成した。それに、審
査されている『中華人民共和国社区矯正法』（草案）
は、司法部によって起草されたものであるので、手
続きについては、基本的な変化はないと推測するこ
とができる。学界において、社会内矯正の手続きを
めぐる論争はないわけではないが、それは技術的な
ものにすぎない。しかしながら、社会内矯正制度の
全体に影響を与え得る以下の二つの点をめぐって、
まだ激しい論争が見られる。

4.1　剝権犯に対して社会内矯正を実施すべきか
　これまでの社会内矯正に関する規定を振り返って
みると、剝権犯に対する態度に大きな転換が生じ
た。上述の四つの部門によって公布された『社会内
矯正の試験的活動を展開することに関する通知』
は、明確に「政治的権利を剝奪され社会において服
役する」者を社会内矯正の対象としていた。それに
応じて、地方レベルの規定も、この立場をとったの
である。例えば、北京市の規定によれば、刑期満了
で釈放され、政治的権利の剝奪が引き続き適用され
る犯罪者に対して社会内矯正を実施することにな
る37。しかしながら、修正された刑法も刑事訴訟法
も、剝権犯を社会内矯正の対象から排除した。『社
区矯正実施方法』も、剝権犯を社会内矯正の対象と
していない。学界において、剝権犯を社会内矯正の
対象とすべきか否かについて、肯定論と否定論とい
う二つの対立する論説が存在する。
　肯定論は、剝権犯に対して社会内矯正を実施する
のは必要であるとする。その理由として、例えば、
呉宗憲氏は、以下のように述べた。即ち、まず、社
会内矯正の内容は、矯正だけでなく、管理及び支援
もある。剝権犯には、矯正が必要でないかもしれな

図 1　監獄においての受刑者数（年末統計、2003年－2010年）
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いが、生活支援及び就職上のサポートは必要であろ
う。なお、2003年から剝権犯に対して行われた社
会内矯正は、既に良好な結果と経験を積み重ね、社
会の安定及び剝権犯の社会復帰に積極的な機能を果
たした。ほかに、現在、剝権犯の監督・管理機関は、
公安機関であるが、公安機関の負担は、既に重すぎ
るため、効果的に剝権犯を管理することができない
ことも事実である。最後に、犯罪予防などの視点か
らしても、剝権犯に社会内矯正を実施する必要もあ
る38。
　否定論によれば、「剝奪犯を社会内矯正から排除
するのは、科学的、かつ合理的であり、なぜならば、
社会内矯正制度は、拘禁刑及び監獄による矯正にお
ける欠陥に対してデザインされたものであり、そも
そも自由を剝奪されない剝奪犯又は既に長い監獄に
よる矯正を受けた剝奪犯に、再び社会内矯正を受け
させるのは、不合理的及び非人道的なことであるか
らである。」39

　筆者の理解でも、剝権犯を社会内矯正の対象とす
べきではない。まず、中華人民共和国憲法第 5条は、
「中華人民共和国は法治国家であり、社会主義法治
国家を建設する。」と宣言している。だから、「刑罰
執行は、裁判所の判決書又は決定書によらなければ
ならないのであり、執行機関には、刑事上の義務を
加重し又は軽減する権限はない、むしろ決められた
方式と期限とに従う義務だけを負う。従って、政治
的権利の剝奪が独立して適用された場合、裁判所が
犯罪者の自由を制限するとしない以上、それを社会
内矯正対象の範囲に入れるべきではない。特に、司
法所に報告し個人思想に関するレポートを提出する
義務と地元に奉仕する義務を課してはならない。そ
れが付加された場合、懲役若しくは拘留の執行を終
了して刑務所から釈放された以上、自由に対する処
罰は、既に終わったことになる。上述の第 54条に
規定されている権利を除き何らかの権利を制限して
はならない。それに、コミュニティ奉仕に処せられ
ていない以上、その者をコミュニティ奉仕活動に参
加させるべきではない。」40

　なお、中国の負う国際法上の義務からしても、剝
権犯に対して社会内矯正を実施してはならないので
ある。中国が 1998年に署名した『市民的及び政治
的権利に関する国際規約』（ICCPR）第 9条による
と、すべての者は、身体の自由及び安全についての
権利を有する。何人も、法律で定める理由及び手続

によらない限り、その自由を奪われない。現在、中
国は、それを批准する準備を進めている41。社会内
矯正は犯罪者の社会への復帰を目標としているが、
上述のように、それは、やはり犯罪者の自由に一定
の制限を加えることになる。そのため、剝権犯に対
して社会内矯正を実施することは、『市民的及び政
治的権利に関する国際規約』第 9条に違反するおそ
れがある。
　最後に、剝権犯に対して社会内矯正を実施しても
無駄であるかもしれない。社会内矯正は、犯罪者に
対する生活支援と就職支援を内容とするが、それは
やはり犯罪者の思想と行動を変えることを通じて犯
罪を予防することを目指すものである。刑法第 56
条によれば、国家の安全に危害を及ぼした犯罪者に
対して、政治的権利の剝奪を付加しなければならな
い。故意殺人、強姦、放火、毒物投与と強盗などの
社会秩序を著しく破壊した犯罪者に対して、政治的
権利の剝奪を付加することができる。この規定から
すると、社会内矯正に入る剝権犯の多くは、自らの
行動は良心に照らし合わせて正しく、周囲（社会）
や政府の命令、立法こそが間違っていると信じて罪
を犯した確信犯罪者であると考えられる。このよう
な場合、社会内矯正のような形で剝権犯の転向が可
能かどうかについて、まだ疑問が残る。

4.2　社区矯正官に警察の身分を与えるべきか
　「社区矯正官」とは、「社会内矯正において法の執
行職能を担う国家工作人員である。」42指摘すべきな
のは、それは、まだ法律上の概念でなく、学術研究
において用いられているものに過ぎないということ
である。上述の『社区矯正実施方法』も、「司法所
工作人員」というタイトルを使用している。しかし
ながら、「社区矯正官」というタイトルは、専門家
によっても法執行者によっても支持されている。例
えば、董邦俊氏は、社会内矯正の工作人員は、社区
矯正官と専門の矯正職員とボランティアとの三つの
部分から成って、社区矯正官は、矯正機構における
法執行者であり、制服を着ない警察として専属的権
力を享有すると述べた43。司法部予防犯罪研究所の
司紹寒氏も、「社会内矯正における法執行は、社区
矯正官となるべきであり、……社会内矯正の法執行
機関によって統一管理される専門の社区矯正官団体
を設立する必要がある。」44と述べている。
　社区矯正官は、以下の職能を担うと考えられる。
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即ち、①関係手続きを処理し、社会内矯正対象者の
ための活動を組織し社会内矯正対象者の行動を監督
する職能②法に従って関係法律や規定に違反した社
会内矯正対象者を処罰する職能③多種の方法を通じ
て社会内矯正対象者に変化を積極的に働きかけ、社
会に危害を及ぼす行為をしないように感化・教化す
る職能④生活又は職場上の困難に直面した犯罪者に
多種の資源を利用して支援する職能⑤社会内矯正対
象者を管理・監督することを通じて社会を保護する
職能である45。
　現在、社区矯正官が公務員であること及びその職
能が不可欠なものであることについて、ほぼ異論は
ない。しかしながら、社区矯正官に警察の身分を与
えるべきかどうかについては、賛成説と反対説とが
対立している。賛成説では、社区矯正官は、警察で
あるべきであるとする。まず、警察の身分は、社会
内矯正工作を行うことに有利なものである。なぜな
らば、警察の身分は、警察の制服や装備などの外部
マークによって現れるからである。これらの外部
マーク自体は、大きな抑止力をもって社会内矯正対
象者を管理することに積極的な役割を果たすことが
できる。特に、犯罪者の法律を遵守する意識が希薄
な場合、警察の身分によって、仕事を著しく円滑に
進めることができるからである。「人民警察という
身分の抑止機能は、既に試験的な活動によって証明
されたものであり、それは、よい社会内矯正の秩序
を保障した。」46

　なお、警察の身分は、社会内矯正の本質に一致す
るものである。社会内矯正は、非拘禁刑の執行でも
あり、社会内矯正対象者は、犯罪者でもある。警察
が刑罰を執行し犯罪者を管理するのは、自然なこと
である。これは、社会内矯正の法執行の本質にも警
察の身分や職責にも一致する。「よりよく刑罰執行
の本質を示すために、少しずつ専業化した非拘禁刑
の執行機構、即ち社会内矯正警察を設立すべきであ
る。それは、社会内矯正を円滑に実施することに必
要な保障である。」47

　最後に、警察が犯罪者を管理するのは、法的責任
及び義務である。中国警察法第 6条第 11項によれ
ば、警察の職責の一つは、管制、拘留、政治的権利
の剝奪に処せられた犯罪者及び監獄外で服役する犯
罪者に対して刑罰を執行し、執行猶予と仮釈放とを
宣告された犯罪者を監督・観察することである。社
会内矯正の対象が公安機関によって管理される場

合、警察は、管理と監督という職能を担うことから、
彼らが司法行政機関の管理対象とされたとしても、
以前と同じく警察によって監督・観察されるべきで
ある。よって、社区矯正官に警察の身分を与えるべ
きである48。
　賛成説に対して、反対説の論者は、「確かに、警
察権力に対する服従意識が強い社会において、社区
矯正人員に警察の身分を与えるのは、社会内矯正の
社会的影響を高め、その刑罰執行の部分を促進する
ことができる。しかしながら、……職業研修や生活
支援などの活動に従事する社区工作人員を警察にす
べきかどうかは、検討に値する問題である。」49とし
ている。筆者も、社会内矯正のアプローチや警察の
イメージなどの視点からすると、社区矯正官は警察
でないほうがよいと思われる。
　まず、警察の身分は、犯罪者の社会復帰を妨げる
ものになるかもしれない。社会内矯正を実施するた
めに、社区矯正官が犯罪者の居住しているコミュニ
ティや自宅などの場所へ相談しに行く必要がある。
現在の中国では、警察との接触はデリケートな問題
なので、制服を着た警察がある人に会いに来ること
やその自宅に入ることは、周辺の人々に悪い印象を
与えることになる。これは、犯罪者及びその家族の
生活を乱すのと同時に、その社会への復帰に不利な
影響を及ぼす。
　なお、警察の身分は、社会内矯正のアプローチを
変えるかもしれない。警察は、治安を維持し法律を
執行する国家工作人員である。中国人民警察法第 6
条によると、犯罪と刑罰に関する警察の主な職能
は、犯罪行為を予防し取り調べることや社会治安を
維持し、社会秩序に危害を及ぼす行為を抑止するこ
とである。これらの職能は、国家の強制力によって
保障されるという特徴がある。警察は、その職権を
行使するとき、法執行の対象たる市民が理解できる
どうか又は当該問題を解決したかどうかを問わず
に、その管理や指令に従うことを強要する。もし社
区矯正官に警察の身分が与えられれば、このような
アプローチを矯正活動に使用するのは、ごく当然の
ことである。さらに、社会内矯正対象者に命令又は
強制若しくは脅迫し、当該問題の解決を無視するこ
とも十分に可能である。こうして、社区矯正官と犯
罪者との間の対等な交流は不可能となり、社会内矯
正のアプローチは、変えられてしまう。
　他に、具体的矯正活動を行う職員の警察の身分を
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求める重要な理由の一つは、社会内矯正対象者が違
法行為をした場合及び新たな罪を犯した場合、当該
人員を逮捕し拘留する権力は必要であり、警察の身
分を持っていなければ、効果的に職務を遂行するこ
とが難しいということである。しかしながら、現在
の規定によると、社会内矯正が適用されるのは、凶
悪な犯罪者ではないとされるとともに、違法行為を
したような場合に、直ちに公安機関の協力を求めれ
ば足りるのではないかと思われる。これは、四つの
部門の『社区矯正実施方法』の立場でもある。
　最後に、警察の種類又は数の増加は、国家イメー
ジの改善への障害である。現代社会において、警察
は公民にサービスを提供する普通の公務員であり、
それとその他の公務員との違いは、一般的にただそ
れぞれの職能であると思われる。警察の数は多すぎ
ると、「警察国家」への道を歩むでないかという懸
念が生じる。「中国では、その他の公務員と比べる
と、警察は、より高い地位と権力とを持っている。
警察は、既に市民に恐怖を感じさせる公務員になっ
た。警察の種類又は数が増加し続けると、これは人
民共和国という国の性質に一致しない、かつ中国の
国家イメージにマイナスの影響を及ぼす。」50

5　おわりに

　以上、本稿は、中国における社会内矯正制度の歴
史を紹介して、四つの部門によって公布された『社
区矯正実施方法』に従ってその現状及び基本的な枠
組みを説明した。そして、寛厳相済刑事政策や刑罰
の目的や監獄の負担などの視点から、社会内矯正制
度の発展背景を分析することを試みてみた。以上の
説明と分析とを踏まえて、本稿は、「剝権犯」と「社
区矯正官の身分」をめぐる争論を整理し、「剝権犯
に対して社会内矯正を実施すべきではない」及び
「社区矯正官に警察の身分を与えるべきではない」
との考えを示した。
　「一方で、刑罰とりわけ自由刑の執行（行刑）は
犯罪者を刑務所に収容して、一般社会から排除する
という作用を有する。単なる「犯罪者」という烙印
と「刑務所帰り」という烙印とでは、後者のほうが
はるかに強く、社会から排除する作用を有してい
る。また、一般社会とは相反する、刑務所社会でし
か通用しない習慣を身につけることによって社会復
帰を困難にすることもある。」51そのため、社会内矯
正は、積極的な機能を果たしていることに違いな

い。しかしながら、社会内矯正は、やはり欧米国家
によって創造された制度であり、社会の犯罪者に対
する考え方と刑罰の機能への期待と NGOの発展の
いかんに深くかかわっているとされる。これから、
中国は、『社区矯正法』の制定を進めるとともに、
適切な措置をとって犯罪者に対する市民の印象を変
え、NGOに機能を発揮させることに力を入れるべ
きであると思われる。これも、我々のこれからの研
究課題である。
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